
 

改
正
点
①

老
年
者
非
課
税
措
置
の
廃
止

　

平
成
17
年
1
月
1
日
現
在
、
65
歳
以

上（
昭
和
15
年
1
月
2
日
以
前
生
ま
れ
）

で
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
1
2
5

万
円
以
下
の
人
に
対
す
る
非
課
税
措
置

が
、
平
成
18
年
度
課
税
分
か
ら
廃
止
さ

れ
ま
し
た
。

　

経
過
措
置
と
し
て
、
平
成
19
年
度
は

3
分
の
1
を
減
額
し
て
い
ま
し
た
が
、

20
年
度
か
ら
は
、
経
過
措
置
が
無
く
な

り
、
全
額
負
担
に
な
り
ま
す
。（
表
1
）

 

改
正
点
②

地
震
保
険
料
控
除
の
創
設

　

こ
れ
ま
で
の
損
害
保
険
料
控
除
を
見

直
し
、
地
震
保
険
料
控
除
が
創
設
さ
れ

ま
し
た
。

　

地
震
な
ど
の
損
害
で
生
じ
た
損
失
の

額
を
補
て
ん
す
る
保
険
契
約
な
ど
で
、

保
険
料
の
2
分
の
1（
2�

5
、
0
0
0

円
を
限
度
）を
総
所
得
金
額
な
ど
か
ら

控
除
す
る
も
の
で
す
。

　

既
存
の
短
期
損
害
保
険
料
控
除
は
廃

税
制
改
正
に
よ
り
、
平
成
20
年
度
か
ら
市
・
県
民
税
が
変
わ
り
ま
す
。
改
正
点
は
、
①
老
年
者
非
課
税
措
置
の
廃
止
、
②
地
震

保
険
料
控
除
の
創
設
、
③
所
得
税
か
ら
住
民
税
へ
の
税
源
移
譲
に
伴
う
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の
創
設
、
④
税
源
移
譲
時
の
所
得
変

動
に
係
る
住
民
税
の
減
額
措
置
の
4
点
で
す
。

止
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
18
年
12
月
31
日

ま
で
に
契
約
し
た
長
期
損
害
保
険
に
つ

い
て
は
、
従
前
通
り
損
害
保
険
料
控
除

を
適
用
で
き
ま
す（
1�

0
、
0
0
0
円

を
限
度
。
た
だ
し
、
地
震
保
険
料
控
除

と
併
用
す
る
場
合
は
合
わ
せ
て
2�

5
、

0
0
0
円
を
限
度
）。（
表
2
）

 

改
正
点
③

住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の
創
設

　

昨
年
行
わ
れ
た
、
税
源
移
譲
に
伴
う

所
得
税
率
の
改
正
に
よ
り
、
所
得
税

額
が
減
少
す
る
結
果
、
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
額
が
所
得
税
か
ら
控
除
し
切
れ
な
く

な
っ
た
り
、
改
正
前
よ
り
控
除
し
切
れ

な
い
額
が
大
き
く
な
っ
た
り
す
る
と
い

う
よ
う
な
影
響
が
生
じ
ま
し
た
。

　

こ
の
た
め
、
平
成
11
年
か
ら
18
年
ま

平成20年度
課税分から

市
・
県
民
税
が
変
わ
り
ま
す

表1　老年者非課税措置の廃止

19年度 20年度
住民税所得割 37,300 37,300
経過措置 △ 12,434 0
住民税均等割 4,000 4,000
経過措置 △ 1,400 0
住民税合計 27,466 41,300

均等割は定額

◆モデルケース
70歳
年金収入200万円・扶養なし
社会保険料控除 72,000 円

加入している保険 控除額
地震保険のみに加入 支払った保険料の1/2（上限25,000円）

長期損害保険のみに加入 
（平成18年12月31日までに
契約したもの）

5,000円以下の場合 支払い保険料全額
5,000円を超え
15,000円以下の場合

支払い保険料×1/2
＋2,500円

15,000円を超える場合 10,000円
長期損害保険と地震保
険の2つの保険に加入

合計して上限25,000円
（長期損害保険部分は上限10,000円）

1つの保険で長期損害保
険と地震保険が備わって
いる保険に加入

長期損害保険料控除と地震保険料控除のどちらか
選択

表2　地震保険料控除

（単位：円）
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で
の
入
居
者
に
つ
い
て
、
税
負
担
の
変

動
が
生
じ
な
い
よ
う
、
改
正
前
の
所
得

税
額
で
控
除
で
き
た
額
と
同
等
の
負
担

減
と
な
る
よ
う
、
影
響
額
を
住
民
税
か

ら
控
除
し
ま
す（
平
成
20
年
度
か
ら
28

年
度
ま
で
の
適
用
と
な
り
ま
す
）。（
表

3
）

 

改
正
点
④

税
源
移
譲
時
の
年
度
間
の
所
得
変
動
に

係
る
住
民
税
の
減
額
措
置

　

税
源
移
譲
に
伴
う
税
制
改
正
で
は
、

ほ
と
ん
ど
の
人
は
所
得
税
が
減
り
、
そ

の
分
住
民
税
が
増
え
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　

し
か
し
、
退
職
な
ど
の
特
別
な
理

由
に
よ
り
、
平
成
19
年
中
の
所
得
が
大

き
く
下
が
り
、
所
得
税
が
か
か
ら
な
く

な
っ
た
場
合
は
、
税
源
移
譲
に
よ
る
負

担
減
の
影
響
は
受
け
ら
れ
な
い
一
方
、

平
成
19
年
度
分
の
住
民
税
は
税
源
移
譲

に
よ
る
負
担
増
の
影
響
を
受
け
る
こ
と

に
な
り
ま
す（
平
成
19
年
度
の
住
民
税

は
平
成
18
年
中
の
所
得
に
対
し
て
課
税

さ
れ
る
た
め
）。

　

こ
の
状
況
を
解
消
す
る
た
め
、
す
で

に
納
付
済
み
の
住
民
税
額（
平
成
19
年

度
分
）か
ら
、
税
源
移
譲
に
よ
り
増
額

と
な
っ
た
住
民
税
相
当
額
を
還
付
し
ま

す
。

対
象
＝
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
人

·
平
成
19
年
度
住
民
税
の
課
税
所
得
金

額（
分
離
課
税
分
を
除
く
）が
、
所
得

税
と
の
人
的
控
除
の
差
の
合
計
額
よ

り
多
い
人

·
平
成
20
年
度
住
民
税
の
課
税
所
得
金

額（
分
離
課
税
分
を
含
む
）が
所
得
税

と
の
人
的
控
除
の
差
の
合
計
額
以
下

の
人

申
請
方
法
＝
住
所
地（
平
成
19
年
1
月

1
日
現
在
）の
市
区
町
村
に
減
額
申

告
書
を
提
出

申
請
期
間
＝
7
月
1
日（
火
）〜
31
日

（
木
）

　

こ
の
制
度
は
平
成
19
年
度
分
住
民
税

に
の
み
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
19
年
中
に
亡
く
な
っ
た
人
や
海

外
へ
転
出
し
て
い
て
平
成
20
年
1
月
1

日
現
在
国
内
に
居
住
し
て
い
な
い
人
に

は
、
こ
の
制
度
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
対
象
と
な
る
人
は
、
住
民
税

と
所
得
税
の
人
的
控
除（
配
偶
者
控
除
、

扶
養
控
除
な
ど
）額
の
差
の
合
計
額
が
、

平
成
20
年
度
の
住
民
税
の
合
計
課
税
所

得
金
額（
課
税
長
期
譲
渡
所
得
な
ど
の

金
額
を
含
む
）以
上
に
な
る
人
に
限
ら

れ
ま
す
。

　

寄
付
金
控
除
な
ど
の
人
的
控
除
以
外

の
控
除
額
が
増
加
し
た
り
、
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
な
ど
に
よ
っ
て
所
得
税
が
課
税

さ
れ
な
く
な
っ
た
人
に
は
、
こ
の
制
度

は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。（
表
4
）

※
く
わ
し
く
は
税
務
課（
☎
20
‐

1
5
1
3
）へ
。

申告することで、住民税から80,000円が控除されます。

住宅ローン控除可能額200,000円の場合

所得税160,000円だとすると

所得税から80,000円 住民税から80,000円 対象外

＜税源移譲前で計算したもの＞

＜税源移譲後＞ 減少

① 住宅ローン控除可能額が、税源移譲前の所得税よ
りも大きい場合

② 税源移譲前の所得税額が住宅ローン控除可能額よ
りも大きい場合

住宅ローン控除可能額120,000円の場合

所得税額160,000円だとすると

＜税源移譲前で計算したもの＞

所得税から80,000円

＜税源移譲後＞

住民税から40,000円

減少

申告することで、住民税から40,000円が控除されます。

③対象にならない場合

この場合は、所得税からの控除のみで住民税からの控除は受けられません。

所得税額160,000円だとすると

＜税源移譲前で計算したもの＞

所得税から60,000円

＜税源移譲後＞

所得税20,000円を納付

住宅ローン控除可能額60,000円の場合

減少

（1） 次のうち、いずれか低い金額を算出する
 ・住宅ローン控除可能額
 ・ 平成19年分の所得を税源移譲前の税率で計算し
た所得税額

（2）  （1）で算出した額から平成19年分の所得税の住
宅ローン控除額を引いた額を算出する

（3） （2）で算出した額が住民税からの控除額です

表3　住民税の住宅ローン控除計算方法

表4　所得変動に係る住民税の減額措置

平成19年の収入が
減少した場合

平成19年（度）収入なし
差額税源移譲前の

税率を適用
税源移譲後の
税率を適用

所得税 0 0 0

住民税 130,000 227,500 97,500

合計 130,000 227,500 97,500

平成18年（度）平成19年（度）

所得税 220,000 122,500

住民税 130,000 227,500

合計 350,000 350,000

（単位：円）◆モデルケース
給与収入500万円
配偶者控除、社会保険料控除50万円

還
付
さ
れ
ま
す

7 広報なりた2008.6.1　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です


